
外来感染対策向上加算
に関する院内掲示

当院では、組織的な感染防止対策に関して、厚生労働省が定
める施設基準等を満たしたため、２０２５年２月１日より
「外来感染対策向上加算」の算定を開始いたします。

◆当院を受診された全ての方の診療に於いて、保険点数６点
が加算されます（月１回）。

◆感染防止対策を講じたうえで初診または再診を行った場合
に「発熱患者等対応加算」として保険点数２０点が加算され
ます（月１回）。

当院では、発熱等、感染症が疑わしい症状を有する患者さま
に対して、通常診療の患者さまと診察室を分けて診療を行っ
ております。また、院内感染対策に関する研修や指導など感
染防止対策を講じた取組を行っています。

マスクの着用、手指消毒、院内の換気や陰圧室での診療等の
感染対策を実施し、今まで以上に感染対策に努めてまいりま
すので、ご理解のほどを何卒お願い申し上げます。
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